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令和７年度 

 
千曲市一般会計補正予算（第 6号） 

                          
 



 



 

 

 

 
令和 7年度千曲市一般会計補正予算(第 6号)は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第 1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ958,000千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 33,934,000 千円とする。 

 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 

第2条 既定の繰越明許費の追加と変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第 3条 既定の地方債の追加と変更は、「第 3表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            令和８年 １月３０日  提 出 

千 曲 市 長  小 川 修 一 

 
            令和８年  月  日    決 

千曲市議会議長  金 井 文 彦 
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第２表 繰越明許費補正 

 

1.追 加 

款 項 事  業  名 金 額 

2 総務費 

 

2 総務費 

 

 

3 民生費 

 

 

 

3 民生費 

 

 

3 民生費 

 

6 農林水産業費 

 

 

6 農林水産業費 

 

1 総務管理費 

 

3 戸籍住民基本台帳費 

 

 

1 社会福祉費 

 

 

 

2 児童福祉費 

 

 

2 児童福祉費 

 

1 農業費 

 

 

1 農業費 

 

物価高騰生活応援事業費 

 

戸籍住民基本台帳管理費 

（社会保障・税番号システム改修業務） 

 

自立相談支援事業費 

（住民税非課税世帯エアコン設置促進事

業） 

 

ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事

業費 

 

物価高対応子育て応援手当支給事業費 

 

食料農業農村対策事業費 

（担い手確保・経営強化支援事業） 

 

団体営土地改良事業費（西沖揚水機場） 

 

600,000 千円 

 

4,500 千円 

 

 

13,022 千円 

 

 

 

5,560 千円 

 

 

194,135 千円 

 

9,450 千円 

 

 

5,000 千円 

 

 

2.変 更 

款 項 事  業  名 変 更 前 変 更 後 

8 土木費 

 

 

8 土木費 

 

8 土木費 

 

2 道路橋梁費 

 

 

2 道路橋梁費 

 

4 都市計画費 

 

市道新設改良事業費（国庫補助） 

（市道一重山 2号線他 8路線） 

 

橋梁維持事業費（粟佐橋他） 

 

屋代地区スマート IC 整備事業費 

（市道返町東西線他） 

 

711,400 千円 

 

 

163,150 千円 

 

267,000 千円 

 

732,270 千円 

 

 

185,150 千円 

 

297,000 千円 
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第３表 地 方 債 補 正 

 

1．追 加 

起 債 の 目 的 限度額（千円） 起債の方法 利    率 償 還 の 方 法 

 

防災・減災・国土強

靭化緊急対策事業債 

 

36,300 

 

証書借入又 

は証券発行 

 

年５.０％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

入れる資金につ

いて、利率の見

直しをおこなっ

た後においては

当該見直し後の

利率） 

 

１．政府資金については、そ

の融通条件により、銀行その

他については、債権者と協定

するものとする。 

２．市財政の都合により据置

期間及び償還期間を短縮し、

もしくは繰上償還又は低利

に借換えすることができる。 

 

2．変 更 

起債の 

目 的 

補 正 前 補 正 後 

限度額 

（千円） 

起債の

方 法 
利  率 償還の方法 

限度額 

（千円） 

起債の 

方 法 
利 率 

償還の

方 法 

一般補助

施設整備

等事業債 

20,900 

 

証書借

入又は

証券発 

行 

 
年 5.0％以
内 （ た だ
し、利率見
直 し 方 式
で 借 入 れ
る 資 金 に
ついて、利
率 の 見 直
し を お こ
な っ た 後
に お い て
は 当 該 見
直 し 後 の
利率） 

 
１.政府資金に
ついては、そ
の融通条件に
より、銀行そ
の他について
は、債権者と
協定するもの
とする。 
２.市財政の都
合により据置
期間及び償還
期 間 を 短 縮
し、もしくは
繰上償還又は
低利に借換え
することがで
きる。 

22,400 

 

補正前

に同じ 

 

補正前

に同じ 

 

補正前

に同じ 
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令 和 ７  年 度 

 

千 曲 市 一 般 会 計 

 

補 正 予 算 （ 第 6 号 ）説 明 書 
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